
制度の趣旨

ふるさとやお世話になった地方団体に感謝し、若しくは応援する気持ちを伝え、又は税の使

い途を自らの意思で決めることを可能とするもの。

【ふるさと納税の流れ（イメージ）】

税制上の寄附金控除の仕組みを活用し、個人が地方団体に対して寄附金を支出した場合に、

「寄附額－2,000円」（一定の上限あり）を、個人住民税（地方税）及び所得税（国税）から軽減

することによって、 実質2,000円の負担で、納税先を選択可能とする仕組み。

制度の基本的な仕組み

ふるさと納税制度
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ふるさと納税先団体

（※）

・確定申告が不要な給与所得者等が対象

・5団体以内のふるさと納税の場合

特例申請書

ふるさと納税制度について

【控除イメージ（※１） 】

※１ 年収750万円の給与所得者（夫婦子なしの場合、所得税の限界税率は20％）が、地方団体に対し30,000円のふるさと納税をした場合のもの。

※２ 所得税の限界税率であり、年収により0～45％の間で変動する。

※３ 対象となる寄附金額は、所得税は総所得金額等の40％が限度であり、個人住民税（基本分）は総所得金額等の30％が限度である。

ふるさと納税額 30,000円

所得税と合わせた控除額 28,000円

○ ふるさと納税（都道府県・市区町村に対する寄附金）のうち2,000円を超える部分については、
一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額控除。

※ 平成27年度税制改正において、特例控除額の上限を所得割額の１割から２割に引き上げるとともに、ワンス

トップ特例制度（給与所得者等の寄附者が、確定申告をせずに寄附金税額控除を受けられる仕組み）を創設

【個人住民税】
税額控除（特例分）

（30,000円－2,000円）
× （100％－10％－20％（※２））

＝19,600円

【個人住民税】
税額控除

（基本分）（※３）

（30,000円－
2,000円）

×10％
＝2,800円

【所得税】
所得控除による軽減（※３）

（30,000円－2,000円）
×20％（※２）

＝5,600円

適用
下限額

2,000円

所得割額の
２割を限度


